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市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。

費
５
百
円
。　

人
。
申
込
み
…

３５

往
復
は
が
き
で
、
武
蔵
野
手
打

ち
う
ど
ん
保
存
普
及
会
・
野
島

實
（
仲
町
５
６
７
�　

）
へ

１３

（
先
着
順
）

�
プ
ロ
バ
ン
ド
座
チ
ロ
リ
ン
５

ジ
ャ
ズ　

ラ
テ
ン
と
コ
ー
ラ
ス

演
奏
会　

６
月　

日
（
日
）
午

１５

後
１
時
〜
４
時
。
中
央
公
民
館

ホ
ー
ル
。
費
用
１
千
円
、　

歳
７０

以
上
、
小
・
中
学
生
…
５
百
円
。

�
柴
垣　

（
３
２
２
）４
１
２
９

０４２

�
フ
ラ
ダ
ン
ス
無
料
体
験　

６

月　

日
（
木
）
午
前　

時
〜　

１９

１０

１１

時　

分
。
鈴
木
公
民
館
。
無

３０
料
。
講
師
…
麻
生
枝
里
氏
。
�

フ
ラ
サ
ー
ク
ル
ク
ク
ィ
・
水
野

　

（
３
４
４
）
８
３
１
４

０４２�
武
蔵
野
美
術
大
学
校
友
会
第

　

回
特
別
講
演
会　

漫
画
家
・

２６西
原
理
恵
子
の
一
問
一
答　

７

月
５
日
（
土
）
午
後
５
時
〜
６

時　

分
。
武
蔵
野
美
術
大
学

３０
（
小
川
町
１
�
７
３
６
）。
無

料
。
申
込
み
…
６
月　

日（
月
）

２３

ま
で
に
、
往
復
は
が
き
ま
た
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
住
所
、
氏

名
、
職
業
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番

号
、
西
原
氏
へ
の
質
問
を
記
入

し
、
武
蔵
野
美
術
大
学
校
友
会

講
演
係
（
〒　

�
８
７
９
０　

１８０

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
３
�
３

�
７
）
へ
（
先
着
順
）
�
０
４

２
２
（　

）
６
４
０
７
、
�
０

２２

４
２
２
（　

）
７
６
１
２

２２

�
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
初
心
者
講

習
会　

６
月　

日
〜
７
月　

日

１０

２２

の
火
曜
日
午
後
１
時　

分
〜
３

２０

時
。
市
民
総
合
体
育
館
。
会
費

２
千
円
。
�
つ
ぼ
み
の
会
・
大

山　

（
３
４
４
）
３
７
９
７

０４２
（
午
前
中
）

�
都
立
立
川
ろ
う
学
校
公
開
講

座　

７
月　

日
（
水
）
〜　

日

２３

２９

（
火
）
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
午
前　

時
〜
正
午
…
中
級

１０

手
話
Ａ
、
午
後
２
時
〜
４
時
…

ろ
う
学
校
ま
る
ご
と
体
験
と
初

級
手
話
。
無
料
。
中
学
生
以

上
。
各　

人
。
申
込
み
…
６
月

２０

　

日
（
金
）
ま
で
に
、
往
復
は

２０が
き
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
、
希
望
講
座
名
を
記

入
し
、
都
立
立
川
ろ
う
学
校
公

開
講
座
係
（
〒　

�
０
０
０
３

１９０

　

立
川
市
栄
町
１
�　

�
７
）

１５

へ
�
０
４
２
（
５
２
３
）
１
３

５
９

 
★
社
交
ダ
ン
ス　

フ
ラ
ワ
ー　

第
１
・
３
土
曜
日
午
後
１
時
〜

４
時　

分
。
東
部
市
民
セ
ン
タ

３０

ー
。
月
会
費
２
千
円
。
初
心
者

も
可
。
�
堀
尾
０
４
２
（
４
６

５
）
５
４
１
１

★
上
宿
華
道
教
室　

月
２
回
土

曜
日
午
前
９
時　

分
〜
正
午
。

３０

上
宿
図
書
館
。
月
会
費
２
千
円

（
花
材
費
別
）。
�
藤
井　

（
３

０４２

４
２
）
８
５
８
０

★
ソ
フ
ト
エ
ア
ロ
・
ス
ト
レ
ッ

チ　

ル
ピ
ナ
ス　

木
曜
日
午
前

　

時　

分
〜
正
午
。
学
園
東

１０

５０

町
・
学
園
西
町
地
域
セ
ン
タ
ー
。

月
会
費
２
千
円
。
初
心
者
向

き
。
�
坂
田　

（
３
４
５
）
１

０４２

３
４
８

★
太
極
拳　

清
流
会　

二
十
四

式
、
四
十
八
式
、剣
三
十
二
式
。

第
１
・
３
金
曜
日
午
前　

時
〜

１０

　

時　

分
。
中
島
地
域
セ
ン
タ

１１

３０

ー
。
月
会
費
２
千
円
。
�
福
田

　

（
３
４
６
）
４
６
３
５

０４２★
編
物
・
ス
ト
レ
ッ
チ　

新
婦

人
仲
ま
班　

▽
編
物
…
第
４
金

曜
日
午
後
１
時　

分
〜
４
時　

３０

３０

分
。
美
園
地
域
セ
ン
タ
ー
。
月

会
費
７
百
円
。
▽
ス
ト
レ
ッ

チ
・
ダ
ン
ベ
ル
体
操
…
水
曜
日

午
前　

時
〜
正
午
。
小
川
東
町

１０

地
域
セ
ン
タ
ー
。
月
会
費
７
百

円
。
�
杉
内　

（
３
４
１
）
０

０４２

４
７
９

★
パ
ー
ト
保
育
士
募
集　

月
曜

〜
金
曜
日
午
前
７
時
〜
９
時　
３０

分
。
資
格
…
保
育
士
。
よ
つ
ぎ

第
三
保
育
園
（
津
田
町
３
�　
２５

�　

）
・
き
し
の　

（
３
４
５
）

１０

０４２

５
０
４
４

�
ハ
ー
モ
ニ
ー
＆
ラ
イ
ラ
ッ
ク

　

ふ
れ
あ
い
歌
謡
コ
ン
サ
ー
ト

　

６
月　

日（
日
）午
後
０
時　

１５

３０

分
開
場
、
１
時
開
演
。
ル
ネ
こ

だ
い
ら
中
ホ
ー
ル
。
無
料
。
�

岸
川　

（
３
４
２
）
６
８
７
３

０４２

�
緑
成
会
病
院
健
康
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル　

６
月　

日
（
日
）
午

１５

後
１
時
〜
４
時
。
緑
成
会
病

院
。
無
料
。
体
脂
肪
・
骨
塩
定

量
・
体
力
測
定
、
健
康
相
談
ほ

か
。
申
込
み
…
事
前
に
緑
成
会

病
院
へ
�　

（
３
４
１
）
３
０

０４２

１
１
（
平
日
午
前　

時
〜
午
後

１０

４
時
）

�
武
蔵
野
手
打
ち
う
ど
ん
作
り

　

６
月　

日
（
日
）
午
後
１
時

１５

　

分
か
ら
。
中
央
公
民
館
。
会

３０

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ��������������������������������
掲
載
希
望
団
体
は
秘
書
広

報
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

秘
書
広
報
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
０
５

◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普

通
徴
収
（
第
１
期
）

※
納
付
は
、
６
月　

日
３０

（
月
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
市
民
税
・
都
民
税
の
納

税
通
知
書
は
、
６
月
６
日

（
金
）
に
発
送
し
ま
す
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

�
夜
間
納
税
窓
口

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

６
月　

日（
水
）

２５

　

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

6月

今月の

表２　住民税と所得税の違い

取扱機関納付の方法課税の方法

税 務 署

①年末調整で精算されま
す。

②毎年２月１６日～３月１５
日に確定申告をして納付
します。

①給与所得者の場合は、１月～１２
月の毎月の給与やボーナスから
一定の額で源泉徴収されます。

②給与以外の所得がある場合は、
確定申告によって過不足を調整
し、精算されます。

所　

得　

税

市 役 所

〈特別徴収の方〉
６月～翌年５月の毎月の
給与から天引き（特別徴
収）されます。ボーナス
からの天引きや年末調整
はありません。
〈普通徴収の方〉
６月・８月・１０月、翌年
１月の年４回に分けて納
めていただきます。納税
通知書は、市から送付し
ます。

年末調整か確定申告によって、前
年中の所得が定まります。

�
定まった所得から税額を計算し、
課税します。

※平成２０年度に課税の対象とな
る所得は、平成１９年中に得たもの
です（前年の所得に応じて課税
となります。平成２０年１月以降
の所得に係る住民税は平成２１年
６月から課税されます）。

住　

民　

税

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

２０

民
税
納
税
通
知
書
（
普
通
徴
収

の
方
）
を
、
次
の
と
お
り
発
送

し
ま
す
。

▽
普
通
徴
収
（
年
４
回
に
分
け

て
個
人
で
納
め
て
い
た
だ
く

方
）
…
６
月
６
日
（
金
）

※
各
納
期
限
は
、
表
１
の
と
お

り
で
す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
に

は
、
口
座
振
替
納
税
者
用
の
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
市
民
税
・
都
民
税
が
か
か
ら

な
い
方（
非
課
税
の
方
）へ
は
通

知
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

▽
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
で

納
め
て
い
た
だ
く
方
）
…
５
月

９
日
（
金
）
に
勤
務
先
へ
発
送

済
み

�
納
税
義
務
者

　

平
成　

年
度
市
民
税
・
都
民

２０

税
（
住
民
税
）
の
納
税
義
務
者

は
、
平
成　

年
１
月
１
日
（
賦

２０

課
期
日
）
現
在
で
、
次
に
該
当

す
る
方
で
す
。

▽
市
内
に
住
所
が
あ
る
方

▽
市
内
に
住
所
は
な
い
が
家
屋

敷
や
事
務
所
・
事
業
所
な
ど
が

あ
る
方

�
住
民
税
と
所
得
税
の
違
い

　

住
民
税
と
所
得
税
は
、
と
も

に
個
人
の
所
得
に
対
し
て
課
税

さ
れ
る
税
で
、
課
税
の
対
象
と

な
る
所
得
の
年
分
は
同
じ
で
す

が
、
課
税
方
法
な
ど
に
違
い
が

あ
り
ま
す
（
表
２
参
照
）。

�
住
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方

▽
生
活
保
護
法
に
よ
っ
て
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
方

▽
障
が
い
者
、未
成
年
者
、寡
婦

ま
た
は
寡
夫
で
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
百　

万
円
以
下
の
方

２５

▽
合
計
所
得
金
額
が　

万
円
×

３５

（
本
人
・
控
除
対
象
配
偶
者
・

扶
養
家
族
の
合
計
数
）
＋　

万
２１

円
以
下
の
方
（
控
除
対
象
配
偶

者
ま
た
は
扶
養
親
族
を
有
す
る

場
合
に
限
り　

万
円
が
加
算
さ

２１

れ
ま
す
）

�
住
民
税
の
税
率

　

住
民
税
は
、
市
民
の
方
々
に

均
等
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

「
均
等
割
」
と
、
所
得
に
応
じ

て
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
所
得

割
」
が
あ
り
ま
す
。

　

均
等
割
は
４
千
円
（
う
ち
都

民
税
分
１
千
円
）
で
す
。

　

所
得
割
は
、
一
律　

％
（
う

１０

ち
都
民
税
分
４
％
）
で
す
。

�
証
明
書
が
必
要
な
方
は

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

２０

民
税
課
税
・
非
課
税
証
明
書
が

必
要
な
方
に
は
、
６
月
６
日

（
金
）
か
ら
証
明
書
発
行
の
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
（
特
別
徴

収
の
方
は
５
月
９
日
（
金
）
か

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
）。

問
合
せ　

税
務
課
市
民
税
普
通

徴
収
係
�　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
２
・
市
民
税
特
別
徴
収
係
�

　

（
３
４
６
）
９
５
２
３

０４２
 

�
納
税
義
務
者

　

平
成　

年
度
分
の
固
定
資
産

２０

税
・
都
市
計
画
税
は
、
平
成　
２０

年
１
月
１
日
現
在
、
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
の
所
有
者
と
し

て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方
が
、
納
税
義

務
者
に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
平
成　

年
中

２０

に
売
買
な
ど
に
よ
っ
て
所
有
者

ご存じですかご存じですか

固定資産税固定資産税・・
都市計画税都市計画税

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

 　

５
月　

日
（
水
）、
健
康
セ
ン

２８

タ
ー
で
平
成　

年
度
小
平
市
民

２０

憲
章
推
進
協
議
会
総
会
が
開
催

さ
れ
、
今
年
度
も
「
憲
章
で
ひ

ろ
げ
よ
う　

こ
こ
ろ
の
ま
ち
づ

く
り
」を
統
一
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

多
く
の
市
民
の
参
加
と
各
方
面

で
の
実
践
運
動
を
通
し
て
、
交

流
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
、
次
の
各
事
業
を

行
う
予
定
で
す
。

 
�
あ
た
た
か
い
社
会
専
門
部
会

▽
一
声
運
動
の
実
施

▽
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
の

展
開

▽
諸
団
体
な
ど
と
連
携
し
た
憲

章
の
推
進

�
き
ま
り
の
あ
る
生
活
専
門
部

会▽
交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守

り
、
き
ま
り
の
あ
る
生
活
を
し

ま
し
ょ
う
運
動
を
推
進

�
き
れ
い
な
ま
ち
専
門
部
会

▽
第　

回
こ
だ
い
ら
グ
リ
ー
ン

１７

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
へ
の
参
加

（
５
月　

日
実
施
済
）

１１

▽
み
ん
な
で
ま
ち
を
き
れ
い
に

す
る
週
間
（
環
境
美
化
運
動
週

間
、　

月
１
日
〜
７
日
）
事
業

１０

へ
の
参
加

▽
第　

回
小
平
市
民
ま
つ
り
へ

３３

の
参
加
（
各
種
奉
仕
活
動
）

市
民
憲
章
推
進
協
議
会

総

会

を

開

催

専
門
部
会
の
事
業

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

▽
小
鳥
の
来
る
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
（　

月
２
日
、
巣
箱
設
置

１１

を
予
定
）

�
健
康
な
ま
ち
専
門
部
会

▽
第　

回
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
歩

２７

こ
う
会
（
４
月　

日
実
施
済
）

２０

▽
第　

回
小
平
〜
多
摩
湖
歩
け

３３

歩
け
会
（　

月　

日
）

１１

３０

▽
新
春
歩
け
歩
け
の
つ
ど
い

（
平
成　

年
１
月
４
日
）

２１

�
ゆ
た
か
な
ま
ち
専
門
部
会

▽
ホ
タ
ル
の
夕
べ（
６
月　

日
）

１４

▽
小
平
景
勝
の
Ｐ
Ｒ

▽
第　

回
小
平
市
民
ま
つ
り
の

３３

後
援

�
総
合
推
進
本
部

▽
市
民
憲
章
推
進
運
動
実
践
者

の
表
彰
（
個
人
、
団
体
）

▽
市
民
憲
章
推
進
の
啓
発
・
普

及
（
み
ど
り
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

自
然
を
テ
ー
マ
と
し
た
写
真
や

絵
画
な
ど
を
展
示
）

 　

総
会
で
は
、
明
る
く
住
み
よ

い
郷
土
こ
だ
い
ら
づ
く
り
の
た

め
、
市
民
憲
章
運
動
を
率
先
し

て
積
極
的
に
実
践
・
推
進
し
た

功
績
で
、
次
の
方
が
表
彰
さ
れ

ま
し
た
（
敬
称
略
）。

▽
梶
川
保

▽
片
野
貴
美
子

▽
角
田
照
彦

▽
松
本
研
二

　
　
　

◇　
　
　
　

◇

問
合
せ　

小
平
市
民
憲
章
推
進

協
議
会
（
地
域
文
化
課
内
）
�

　

（
３
４
６
）
９
５
３
２

０４２
市
民
憲
章
推
進
運
動

実

践

者

の

表

彰

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

ま
た
、事
務
所
・
店
舗
な
ど
を

住
宅
の
用
途
に
変
更
し
た
場
合

は
、申
告
に
よ
り
、住
宅
用
地
の

特
例
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
住
宅
を
取
り
壊
し
て
更
地
に

し
た
り
、
駐
車
場
な
ど
に
活
用

し
た
場
合
、
住
宅
用
地
の
特
例

措
置
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
た

め
、
税
額
が
上
昇
し
ま
す
。

�
税
負
担
の
調
整
措
置

　

土
地
の
評
価
額
に
変
更
が
な

く
て
も
、
課
税
標
準
額
が
変
わ

り
税
額
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
税
負

担
の
公
平
を
図
る
た
め
の
調
整

措
置
が
、
全
国
的
に
行
わ
れ
て

い
る
た
め
で
す
。

　

以
前
は
、
土
地
の
評
価
額
の

水
準
が
市
町
村
や
地
域
に
よ
り

異
な
っ
て
い
た
た
め
、
同
じ
よ

う
な
条
件
の
土
地
で
も
、
地
域

に
よ
っ
て
税
額
が
異
な
り
、
公

平
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
平
成
６
年
度
に
評
価

額
の
水
準
を
全
国
一
律
に
、
地

価
公
示
価
格
の
７
割
程
度
と
す

る
制
度
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
税
負
担

が
急
増
し
な
い
よ
う
、
課
税
標

準
額
を
評
価
額
に
ゆ
る
や
か
に

近
づ
け
て
い
く
調
整
措
置
が
、

現
在
も
引
き
続
き
と
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
前
年
度
の
課

税
標
準
額
に
今
年
度
の
評
価
額

が
変
わ
っ
て
も
納
税
義
務
者
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
売
買
契
約
な
ど
で
所

有
期
間
に
応
じ
、
固
定
資
産
税

の
負
担
割
合
を
売
り
主
と
買
い

主
の
双
方
に
割
り
振
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
当
事
者
間
の
約
束
に
と

ど
ま
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
も

納
税
義
務
者
は
１
月
１
日
現
在

の
所
有
者
と
な
り
ま
す
。

�
税
率

　

小
平
市
の
固
定
資
産
税
の
税

率
は
「
百
分
の　

」、
都
市
計
画

１.４

税
の
税
率
は
「
百
分
の
０
・

　

」
で
す
。
こ
の
税
率
を
課
税

２７標
準
額
に
乗
じ
た
額
が
税
額
に

な
り
ま
す
。

�
評
価
方
法

　

土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
な

ど
の
固
定
資
産
の
評
価
は
、
総

務
大
臣
が
定
め
た
全
国
統
一
の

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
基

づ
き
、
各
市
町
村
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　

土
地
に
つ
い
て
は
、
毎
年
公

開
さ
れ
る
地
価
公
示
価
格
等
を

活
用
し
て
出
さ
れ
た
「
固
定
資

産
税
路
線
価
」
に
個
々
の
土
地

の
形
状
や
使
用
状
況
を
加
味
し

て
、
評
価
額
を
算
出
し
て
い
ま

す
。
こ
の
「
固
定
資
産
税
路
線

価
」
は
市
役
所
２
階
税
務
課
の

窓
口
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
評
価
額
の
見
直
し
は

３
年
に
一
度
行
な
わ
れ
、
次
は

平
成　

年
度
に
行
わ
れ
ま
す
。

２１

�
住
宅
用
地
の
特
例
措
置

　

居
住
用
の
家
屋
が
建
っ
て
い

る
土
地
（
住
宅
用
地
）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
税
負
担
を
軽
減
す

る
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
評
価
額

に
住
宅
用
地
特
例
率
（
表
３
参

照
）
を
乗
じ
た
額
が
課
税
標
準

額
に
な
り
ま
す
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
費
用

を
補
助

対
象
住
宅　

旧
建
築
基
準
（
昭

和　

年
５
月　

日
以
前
に
建
築

５６

３１

さ
れ
た
、
市
内
の
住
宅
・
共
同

住
宅
・
併
用
住
宅
（
現
に
人
が

住
ん
で
い
る
も
の
に
限
る
）

対
象
者　

対
象
住
宅
を
所
有
す

る
個
人
（
複
数
の
個
人
が
共
有

す
る
場
合
を
含
む
）

補
助
金
額　

診
断
費
用
（
消
費

税
を
除
く
）
の
２
分
の
１
に
相

当
す
る
額
で
、
５
万
円
を
上
限

と
し
ま
す
（
診
断
の
費
用
は
診

断
の
種
類
、
住
宅
の
規
模
・
程

度
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

診
断
機
関　

東
京
都
建
築
士
事

務
所
協
会
北
部
支
部

※
こ
の
ほ
か
の
機
関
に
よ
る
診

断
は
、
補
助
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
診
断
の
種
類
や
費
用
に
つ
い

て
、
診
断
機
関
と
の
事
前
相
談

が
必
要
で
す
。
補
助
を
希
望
す

る
方
は
、
必
ず
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

防
災
安
全
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
９

�
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
の
職

人
を
あ
っ
せ
ん

　

市
内
に
木
造
住
宅
を
お
持
ち

で
、
耐
震
改
修
を
さ
れ
る
方

に
、
職
人
を
あ
っ
せ
ん
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

地
域
文
化
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
２

�
耐
震
改
修
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
減
額
措
置

対
象
住
宅　

昭
和　

年
１
月
１

５７

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅

で
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現

行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
改

修
を
平
成　

年
１
月
１
日
以
後

１８

に
工
事
完
了
し
た
住
宅

減
額
の
内
容　

工
事
完
了
後
３

か
月
以
内
の
申
告
に
よ
り
、
工

事
が
完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分

か
ら
対
象
の
住
宅
に
か
か
る
固

定
資
産
税
を
、
一
定
期
間
２
分

の
１
減
額
し
ま
す

※
申
請
書
や
提
出
書
類
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
家
屋
評
価
係

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
栽
培
発
祥
の

地
で
あ
る
小
平
市
で
、
今
後
、

さ
ら
に
特
産
化
を
進
め
る
た

め
、（
仮
称
）
小
平
ブ
ル
ー
ベ
リ

ー
協
議
会
を
設
立
し
ま
す
。

　

会
員
間
の
情
報
交
換
、
商
品

開
発
、
広
報
活
動
、
異
業
種
連

携
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
を
特
産
化
し

て
産
業
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

　

設
立
に
あ
た
っ
て
、
次
の
と

お
り
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

と　

き　

６
月　

日
（
木
）　

１９

午
後
７
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

対　

象　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
に
関

心
が
あ
る
・
す
で
に
商
品
化
を

進
め
て
い
る
商
工
業
者

問
合
せ　

小
平
商
工
会
�　
０４２

（
３
４
４
）
２
３
１
１
、　

東
JA

京
む
さ
し
小
平
支
店
�　

（
３

０４２

４
１
）
０
０
３
８
、
産
業
振
興

課
�　

（
３
４
６
）
９
５
３
４

０４２

　

菜
の
花
、
ヒ
マ
ワ
リ
な
ど
を

栽
培
し
て
、
資
源
の
地
域
循
環

を
体
験
し
ま
せ
ん
か
。

　

詳
し
く
は
、
小
平
市
グ
リ
ー

ン
ロ
ー
ド
推
進
協
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http：

//kodair

agreenroad.com

）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

募
集
人
数　
　

人
程
度

３０

問
合
せ　

小
平
市
グ
リ
ー
ン
ロ

ー
ド
推
進
協
議
会
事
務
局
（
産

業
振
興
課
内
）
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
８
１

 
�
白
梅
学
園
大
学　

オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス

▽
特
別
企
画
「
保
育
と
子
ど
も

学
の
こ
れ
か
ら
」

と　

き　

６
月　

日
（
日
）　

２２

午
後
３
時
〜
３
時　

分
５０

講　

師　

汐
見
稔
幸
（
本
学
学

長
）

費　

用　

無
料

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

白
梅
学
園
大
学
・
短

期
大
学
広
報
課
�　

（
３
４
６
）

０４２

５
６
１
８

�
白
梅
学
園
大
学

▽
生
活
の
中
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ　

子
ど
も
の
育
ち
と
大
人
の

思
い
が
ず
れ
る
と
き

と　

き　

６
月　

日
（
土
）、
７

２８

月
５
日
（
土
）・　

日
（
土
）、

２６

９
月
６
日
（
土
）、　

月　

日

１２

１４

（
日
）　

午
後
２
時
〜
４
時

費　

用　

１
回
２
千
円

公

開

講

座

※
た
だ
し
、
全
５
回
受
講
の
場

合
は
８
千
円
。

定　

員　

各
百　

人
５０

▽
世
代
間
交
流
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
養
成
講
座

と　

き　

▽
実
習
…
８
月　

日
２２

（
金
）・　

日
（
金
）
の
い
ず
れ

２９

か　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
講
義
…
８
月　

日
（
土
）　

３０

午
前　

時
〜
午
後
７
時　

分

１０

３０

費　

用　

一
般
１
万
５
千
円
、

学
生
８
千
円

定　

員　
　

人
５０

申
込
み　

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
電

子
メ
ー
ル
で
、
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　

白
梅
学
園
大
学
・
短

期
大
学
教
育
・
福
祉
研
究
セ
ン

タ
ー
�　

（
３
４
６
）
５
６
３

０４２

９
、
�　

（
３
４
６
）
５
６
５

０４２

２
、
�c

e
n
t
e
r
＠
s
h
i
r
a
u
m

e.ac.jp

�
津
田
塾
大
学
ウ
ェ
ル
ネ
ス
セ

ン
タ
ー

▽
「
食
」
を
考
え
る　

ス
ポ
ー

ツ
食　

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の

食
へ
の
取
り
組
み

と　

き　

７
月
３
日
（
木
）　

午
後
２
時　

分
〜
４
時　

分

４０

１０

費　

用　

無
料

定　

員　

５
百
人

※
保
育
あ
り（
有
料
）。
２
週
間

前
ま
で
に
要
予
約
。

講　

師　

田
口
素
子
さ
ん
（
日

本
女
子
体
育
大
学
准
教
授
）

申
込
み　

は
が
き
・
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
で
、
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
、
問
合
せ

先
へ

※
受
講
が
で
き
な
い
方
に
は
、

連
絡
し
ま
す
。

問
合
せ　

津
田
塾
大
学
ウ
ェ
ル

ネ
ス
セ
ン
タ
ー
�　

（
３
４
２
）

０４２

５
１
４
７
、
�　

（
３
４
２
）

０４２

５
１
４
４

�
津
田
塾
大
学
交
流
館
プ
ロ
グ

ラ
ム

▽
火
の
呼
吸　

ク
ン
ダ
リ
ー

ニ
・
ヨ
ガ
入
門
編

と　

き　

７
月
４
日
（
金
）　

午
後
４
時
〜
６
時

費　

用　

２
千
円

定　

員　
　

人
１５

講　

師　

加
来
禎
治
さ
ん

申
込
み　

津
田
梅
子
記
念
交
流

館
事
務
室
�　

（
３
４
２
）
５

０４２

１
４
６
、
�　

（
３
４
２
）
５

０４２

１
０
９
、
�f

o
r
u
m
＠
t
s
u
d

a
.
a
c
.
j
p

�　

（
３
４
６
）
９
５
２
５

０４２

 　

東
京
土
建
小
平
支
部
で
は
、

無
料
の
住
宅
相
談
、
包
丁
研

ぎ
、
工
作
教
室
、
ま
な
板
削
り

な
ど
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

６
月　

日
（
日
）　

２２

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

と
こ
ろ　

東
部
公
園
、
学
園
東

町
地
域
セ
ン
タ
ー
、
鈴
木
地
域

セ
ン
タ
ー
前
広
場
、
大
沼
地
域

セ
ン
タ
ー
、
東
京
土
建
小
平
支

部
事
務
所
、
福
祉
会
館
前
市
民

広
場
、
津
田
地
域
集
会
所
、
多

摩
信
用
金
庫
小
平
支
店
駐
車

場
、
中
島
地
域
セ
ン
タ
ー
（
全

９
会
場
）

�
耐
震
金
具
の
取
付

　
　

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

６５
ま
た
は　

歳
以
上
の
高
齢
者
の

６５

み
の
世
帯
を
対
象
に
、
無
料
で

耐
震
補
強
金
具
を
取
り
付
け
ま

す
（
先
着　

人
、
１
軒
３
か
所

２０

ま
で
）。

申
込
み　

６
月　

日
（
火
）
ま

１０

で
に
、
問
合
せ
先
へ
（
取
り
付

け
日
は
、
６
月　

日
（
日
））

２２

後　

援　

国
土
交
通
省
、
東
京

都
、
小
平
市
、
小
平
市
教
育
委

第　

回
住
宅
デ
ー

３１

員
会
、
小
平
市
社
会
福
祉
協
議

会
ほ
か

問
合
せ　

東
京
土
建
小
平
支
部

�　

（
３
４
２
）
２
８
４
６

０４２

 　

東
京
都
で
は
、
７
月
７
日

（
月
）か
ら
９
日
（
水
）
ま
で
北

海
道
で
開
催
さ
れ
る「
洞
爺
湖

サ
ミ
ッ
ト
」を
控
え
、
知
事
を

本
部
長
と
す
る
行
政
・
地
域
団

体
・
事
業
者
で
構
成
さ
れ
た
、

テ
ロ
警
戒
推
進
本
部
を
５
月　
３０

日
に
設
置
し
ま
し
た
。
テ
ロ
を

未
然
に
防
止
し
、
安
全
・
安
心

に
暮
ら
せ
る
首
都
東
京
を
共
に

造
る
た
め
に
は
、不
審
物
、
不

審
者
を
発
見
し
た
際
の
警
察
な

ど
へ
の
通
報
や
地
域
巡
回
へ
の

参
加
な
ど
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

東
京
都
総
務
局
総
合

防
災
部
防
災
管
理
課
�　

（
５

０３

３
８
８
）
２
５
４
９

テ

ロ

警

戒

推
進
本
部
を
設
置

  
�
不
注
意
が　

大
き
な
事
故
に

危
険
物

　

６
月
８
日
（
日
）
か
ら
１
週

間
、
危
険
物
安
全
週
間
で
す
。

　

ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
、
軽
油
な

ど
の
燃
料
類
の
ほ
か
、
家
庭
で

使
用
し
て
い
る
接
着
剤
や
ア
ロ

マ
オ
イ
ル
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
製
品

な
ど
、
身
近
な
危
険
物
の
取
扱

い
・
廃
棄
・
保
管
方
法
な
ど
に

注
意
し
、
事
故
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

�
危
険
物
火
災
消
防
演
習

と　

き　

６
月　

日
（
火
）　

１０

午
前　

時
〜　

時

１０

１１

と
こ
ろ　

ア
ポ
ロ　

世
紀
（
花

２１

危
険
物
安
全
週
間

小
平
消
防
署

小
金
井
３
�　

�　

）

３１

３３

問
合
せ　

小
平
消
防
署
予
防
課

�　

（
３
４
１
）
０
１
１
９

０４２

 　

小
平
消
防
署
管
内
の
自
衛
消

防
隊
の
訓
練
成
果
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

と　

き　

６
月　

日
（
水
）　

１８

午
後
０
時　

分
〜
４
時　

分

４５

３０

と
こ
ろ　

丸
井
研
修
セ
ン
タ
ー

総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
花
小
金
井

５
�
６
�　

）
２４

問
合
せ　

小
平
消
防
署
予
防
課

�　

（
３
４
１
）
０
１
１
９

０４２

 　

市
内
に
は
自
転
車
が
通
行
可

自
衛
消
防
審
査
会

自
転
車
が
通
行
可
能
な

歩

道

の

整

備

小
平
警
察
署

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
住
宅
用
地
な
ど
は
特
例
適
用

後
の
額
）
の
５
％
を
加
え
た
額

が
今
年
度
の
課
税
標
準
額
に
な

り
ま
す
。
な
お
、
住
宅
用
地
の

場
合
は
、
課
税
標
準
額
が
評
価

額
（
特
例
適
用
後
の
額
）
の　
８０

％
、
非
住
宅
用
地
の
場
合
は
、

課
税
標
準
額
が
評
価
額
の　

％
６０

に
な
る
と
、
税
額
が
据
え
置
き

に
な
り
ま
す
。

�
未
分
筆
私
道
の
非
課
税

　

所
有
す
る
土
地
の
一
部
を
分

筆
し
な
い
ま
ま
公
衆
用
道
路
と

し
て
一
般
の
通
行
に
使
用
し
て

い
て
、
所
定
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
場
合
は
、
道
路
面
積
の

わ
か
る
測
量
図
面
を
添
え
て
申

告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課
税

に
な
り
ま
す
。
今
年
度
に
申
告

し
た
場
合
、
来
年
度
か
ら
の
適

用
と
な
り
ま
す
。

�
新
築
住
宅
の
減
額
措
置

　

新
築
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て

は
、
専
用
住
宅
で
あ
れ
ば
、　

５０

平
方
�
以
上
２
百　

平
方
�
以

８０

下
の
床
面
積
な
ど
一
定
の
要
件

（
表
４
参
照
）に
該
当
す
れ
ば
、

固
定
資
産
税
が
一
定
期
間
減
額

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
１
月
２
日

１６

か
ら
平
成　

年
１
月
１
日
ま
で

１７

（
３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火

住
宅
は
平
成　

年
１
月
２
日
か

１４

ら
平
成　

年
１
月
１
日
ま
で
）

１５

に
新
築
さ
れ
、
減
額
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
住
宅
は
、
平
成　
２０

年
度
か
ら
は
、
本
来
の
全
額
課

税
と
な
り
ま
す
。

�
高
齢
者
な
ど
居
住
（
バ
リ
ア

フ
リ
ー
）
改
修
の
減
額
措
置

　

平
成　

年
１
月
１
日
に
存
在

１９

し
て
い
る
住
宅
で
、
高
齢
者
な

ど
居
住
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
）
改

修
工
事
を
行
い
、
一
定
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
、
改
修
工
事

が
行
わ
れ
た
家
屋
の
翌
年
度
分

の
固
定
資
産
税
を
３
分
の
１
減

額
し
ま
す
。
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能
な
歩
道
が
あ
り
ま
す
が
、
規

制
区
間
内
の
整
備
が
間
に
合
わ

ず「
普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可
」

の
標
識
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
小
平
警
察
署
で
は
、

こ
れ
ら
の
標
識
の
整
備
を
進
め

て
い
ま
す
。
詳
し
い
規
制
内
容

な
ど
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
東
京
都
が
管
理
す
る
青
梅
街

道
、
府
中
街
道
、
新
青
梅
街
道

の
歩
道
は
、
市
内
の
全
区
間
で

自
転
車
の
通
行
が
可
能
で
す
。

問
合
せ　

小
平
警
察
署
交
通
規

制
係
�　

（
３
４
３
）
０
１
１

０４２

０
内
線
４
１
６
２

「普通自転車歩道
通行可」の標識

（仮称）小平（仮称）小平
ブルーベリーブルーベリー
協 議 会　　協　議　会

��������
������

������������

�����

設立説明会を開催

表１　平成２０年度市民税・都民税の納期限

納　期　限

６月３０日（月）第１期（６月）

９月１日（月）第２期（８月）

１０月３１日（金）第３期（１０月）

平成２１年２月２日（月）第４期（１月）

表３　住宅用地特例率

都市計画税固定資産税区　　分

３分の１６分の１
小規模住宅用地
（住宅１戸につき
２００�まで）

３分の２３分の１
一般住宅用地
（２００�を超える

部分）

　

必
要
要
件
や
提
出
書
類
な

ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

�
熱
損
失
防
止
（
省
エ
ネ
）
改

修
の
減
額
措
置

　

平
成　

年
１
月
１
日
に
存
在

２０

し
て
い
る
住
宅
で
、
外
壁
・
窓

な
ど
を
通
し
た
熱
の
損
失
の
防

止
（
省
エ
ネ
）
の
改
修
工
事
で
、

政
令
で
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ

た
場
合
、
改
修
工
事
が
行
わ
れ

た
家
屋
の
翌
年
度
分
の
固
定
資

産
税
を
３
分
の
１
減
額
し
ま

す
。

　

必
要
要
件
や
提
出
書
類
な

ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

�
償
却
資
産

　

市
内
で
事
業
を
経
営
し
て
い

る
法
人
や
個
人
の
方
は
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
機
械
や

設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有
状
況

を
申
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償

却
資
産
と
呼
ば
れ
、
土
地
、
家

屋
と
と
も
に
固
定
資
産
税
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課
土
地
評
価
係

�　

（
３
４
６
）
９
５
２
４
・

０４２
家
屋
評
価
係
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
５

����������������
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���������	
�

����������������

��������	
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�

平成２０年度

表４　新築住宅の減額措置

要　　　件

専用住宅や住居部分の割合が２分の１以上
の併用住宅居住割合

５０�（アパート等の１戸建以外の貸家住宅
にあっては４０�）以上２８０�以下

居住部分の
床面積

住宅として用いられる部分の床面積が１２０
�までのものはその全部が減額対象とな
り、１２０�を超えるものは、１２０�分に相当
する部分が減額対象となります。

減額される
範囲

一般住宅（３階以上の中高層耐火住宅以外）
…新築後３年間
３階以上の中高層耐火住宅…新築後５年間

減額される期間

新築家屋の固定資産税額を２分の１減額減額される割合


